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第 １ 章  総 則  

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 訓 令 は 、 職 員 の 任 用 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 33年 人 事 委 員 会 規 則 第 ４ 号 ） に 基 づ き 、 千 葉 県

警 察 官 の 警 部 、 警 部 補 及 び 巡 査 部 長 へ の 昇 任 に 関 し 、 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 昇 任 の 種 別 ）  

第 ２ 条  警 部 、 警 部 補 及 び 巡 査 部 長 へ の 昇 任 の 種 別 は 、 試 験 昇 任 、 選 抜 昇 任 及 び 選 考 昇 任 と す る 。  

（ 委 員 会 の 設 置 ）  

第 ３ 条  昇 任 に 関 す る 制 度 を 厳 正 公 平 か つ 円 滑 に 運 用 す る た め 、 県 本 部 に 千 葉 県 警 察 官 昇 任 試 験 委 員

会 （ 以 下 「 試 験 委 員 会 」 と い う 。 ） 、 千 葉 県 警 察 官 選 抜 昇 任 管 理 委 員 会 （ 以 下 「 選 抜 委 員 会 」 と い

う 。 ） 及 び 千 葉 県 警 察 官 選 考 昇 任 管 理 委 員 会 （ 以 下 「 選 考 委 員 会 」 と い う 。 ） を 置 く 。  

（ 試 験 委 員 会 の 組 織 構 成 等 ）  

第 ４ 条  試 験 委 員 会 は 、 委 員 長 、 副 委 員 長 及 び 委 員 を も っ て 構 成 す る 。  

２  委 員 長 に は 本 部 長 を 、 副 委 員 長 に は 警 務 部 長 を 、 委 員 に は 各 部 長 （ 警 務 部 長 を 除 く 。 ） 及 び 警 務

部 警 務 課 長 を も っ て 充 て る 。  

３  委 員 長 は 、 昇 任 試 験 を 実 施 す る に 当 た り 、 専 門 的 な 知 識 又 は 技 能 を 有 す る 者 を 補 助 者 に 指 定 す る

こ と が で き る 。  

４  試 験 委 員 会 の 事 務 を 処 理 す る た め 、 書 記 を 置 く 。  

５  試 験 委 員 会 の 庶 務 は 、 警 務 部 警 務 課 に お い て 行 う 。  

（ 選 抜 委 員 会 の 組 織 構 成 等 ）  

第 ５ 条  選 抜 委 員 会 の 下 に 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 委 員 会 を 置 く 。  

(１ ) 部 選 抜 昇 任 管 理 委 員 会  県 本 部 の 部 に 置 く 委 員 会 を い う 。  

(２ ) 課 選 抜 昇 任 管 理 委 員 会  県 本 部 の 課 に 置 く 委 員 会 を い う 。  

(３ ) 署 選 抜 昇 任 管 理 委 員 会  署 に 置 く 委 員 会 を い う 。  

２  選 抜 委 員 会 、 部 選 抜 昇 任 管 理 委 員 会 （ 以 下 「 部 委 員 会 」 と い う 。 ） 、 課 選 抜 昇 任 管 理 委 員 会 （ 以

下 「 課 委 員 会 」 と い う 。 ） 及 び 署 選 抜 昇 任 管 理 委 員 会 （ 以 下 「 署 委 員 会 」 と い う 。 ） の 組 織 構 成 及

び 任 務 は 、 別 表 第 １ の と お り と す る 。  

３  委 員 会 の 運 営 及 び 庶 務 は 、 次 に よ る も の と す る 。  

(１ ) 委 員 会 の 運 営 は 、 当 該 委 員 会 の 委 員 長 の 定 め る と こ ろ に よ る 。  

(２ ) 委 員 会 の 庶 務 は 、 選 抜 委 員 会 に お い て は 警 務 部 警 務 課 、 部 委 員 会 に お い て は 当 該 委 員 会 が 置



か れ る 部 の 庶 務 担 当 課 、 課 委 員 会 及 び 署 委 員 会 に お い て は 当 該 委 員 会 が 置 か れ る 課 及 び 署 の 次 長

が 行 う も の と す る 。  

（ 選 考 委 員 会 の 組 織 構 成 等 ）  

第 ６ 条  第 ５ 条 及 び 別 表 第 １ の 規 定 は 、 選 考 委 員 会 に つ い て 準 用 す る 。  

（ 面 接 官 等 ）  

第 ７ 条  昇 任 試 験 、 選 抜 昇 任 及 び 選 考 昇 任 （ 以 下 こ の 章 に お い て 「 試 験 等 」 と い う 。 ） の 面 接 官 等 事

務 に 従 事 す る 者 は 、 職 員 の 中 か ら 試 験 委 員 会 、 選 抜 委 員 会 及 び 選 考 委 員 会 の 委 員 長 が 指 名 し た 者 を

も っ て 充 て る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ り 指 名 さ れ た 者 は 、 試 験 委 員 会 、 選 抜 委 員 会 及 び 選 考 委 員 会 の 委 員 長 を 補 佐 し 、

試 験 等 の 実 施 に 関 し て 必 要 な 事 項 を 処 理 す る も の と す る 。  

（ 秘 密 の 保 持 等 ）  

第 ８ 条  面 接 官 等 の 事 務 に 従 事 す る 者 は 、 試 験 等 に 関 す る 秘 密 を 保 持 す る と と も に 、 試 験 等 が 適 正 か

つ 公 平 に 行 わ れ る よ う に 努 め な け れ ば な ら な い 。  

第 ２ 章  試 験 昇 任  

（ 昇 任 試 験 の 区 分 ）  

第 ９ 条  第 ２ 条 に 規 定 す る 試 験 昇 任 に よ り 行 う 昇 任 の た め の 試 験 （ 以 下 「 昇 任 試 験 」 と い う 。 ） の 区

分 は 、 次 の と お り と す る 。  

(１ ) 警 部 昇 任 試 験  

(２ ) 警 部 補 昇 任 試 験  

(３ ) 巡 査 部 長 昇 任 試 験  

（ 昇 任 試 験 の 公 表 ）  

第 10条  昇 任 試 験 は 、 試 験 委 員 会 委 員 長 （ 以 下 こ の 章 に お い て 「 委 員 長 」 と い う 。 ） が 必 要 と 認 め る

と き 、 実 施 日 、 そ の 他 試 験 実 施 に 関 す る 事 項 を 決 定 し て 行 う も の と し 、 実 施 日 の お お む ね １ か 月 前

に 公 表 す る も の と す る 。  

（ 受 験 希 望 者 報 告 ）  

第 11条  所 属 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ る 昇 任 試 験 の 公 表 を 受 け た と き は 、 そ の 内 容 を 所 属 職 員 に 周 知 さ

せ る と と も に 、 受 験 を 希 望 す る 者 に つ い て 、 当 該 試 験 区 分 ご と に 昇 任 試 験 受 験 希 望 者 報 告 書 （ 別 記

様 式 第 １ 号 ） を 作 成 し 、 当 該 試 験 の 公 表 の 際 に 指 定 す る 期 日 ま で に 、 警 務 部 警 務 課 長 を 経 由 し て 委

員 長 に 報 告 す る も の と す る 。  

（ 昇 任 試 験 の 受 験 資 格 ）  

第 12条  昇 任 試 験 の 受 験 資 格 は 、 実 施 年 度 の ４ 月 30日 現 在 に お い て 、 別 表 第 ２ の 基 準 を 満 た す も の と

す る 。 た だ し 、 委 員 長 が 別 に 受 験 資 格 に 関 し て 基 準 を 定 め る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

２  在 級 年 数 及 び 勤 続 年 数 の 計 算 は 、 次 に よ る も の と す る 。  

(１ ) 次 の 期 間 は 、 在 級 年 数 及 び 勤 続 年 数 に 含 む も の と す る 。  

ア  警 察 学 校 に お け る 初 任 科 教 養 の 期 間  

イ  出 向 中 の 期 間  

ウ  警 察 官 前 歴 を 有 す る 者 の 当 該 前 歴 期 間 の う ち 、 委 員 長 が 必 要 と 認 め る 期 間  

(２ ) 次 の 期 間 は 、 在 級 年 数 及 び 勤 続 年 数 に 含 ま な い も の と す る 。  

ア  休 職 又 は 停 職 の 期 間  

イ  公 務 に 起 因 す る 療 養 以 外 の 療 養 休 暇 の 期 間  

ウ  看 護 休 暇 の 期 間  

エ  自 己 啓 発 等 休 業 の 期 間  

オ  そ の 他 委 員 長 が 指 定 す る 期 間  

(３ ) 前 各 号 の 年 数 の 計 算 は 、 月 を 単 位 と し て 行 い 、 第 １ 号 の 期 間 に つ い て は 、 月 の う ち １ 日 で も

職 に つ い た 場 合 は 、 そ の 月 の 在 職 期 間 は １ 月 と し 、 第 ２ 号 の 期 間 に つ い て は 、 30日 を も っ て １ 月

と し 、 １ 月 未 満 の 端 数 が 生 じ た と き は 、 そ の 端 数 を 合 算 し 、 そ の 合 計 に １ 月 未 満 の 端 数 が 生 じ た

と き は 、 こ れ を １ 月 に 切 り 上 げ る も の と す る 。  

３  昇 任 試 験 実 施 日 に お い て 、 現 に 次 の 期 間 中 に あ る 者 は 、 昇 任 試 験 を 受 験 す る こ と が で き な い 。  

(１ ) 休 職 、 停 職 の 期 間  

(２ ) 療 養 休 暇 の 期 間  



(３ ) 看 護 休 暇 、 出 産 休 暇 及 び 育 児 休 業 の 期 間  

(４ ) 自 己 啓 発 等 休 業 の 期 間  

(５ ) そ の 他 委 員 長 が 指 定 す る 期 間  

（ 昇 任 試 験 の 受 験 資 格 に 関 す る 特 例 ）  

第 12条 の ２  特 別 捜 査 官 （ 財 務 捜 査 官 （ 財 務 諸 表 等 に 関 す る 高 度 な 専 門 的 知 識 を も っ て 犯 罪 捜 査 等 を

専 門 的 に 行 う た め に 特 別 に 採 用 さ れ た 警 察 官 を い う 。 ） 、 国 際 捜 査 官 （ 外 国 の 法 制 度 及 び 文 化 の 知

識 、 外 国 語 に よ る 折 衝 能 力 等 を も っ て 犯 罪 捜 査 等 を 専 門 的 に 行 う た め に 特 別 に 採 用 さ れ た 警 察 官 を

い う 。 ） 及 び サ イ バ ー 犯 罪 捜 査 官 （ コ ン ピ ュ ー タ そ の 他 の 情 報 処 理 に 関 す る 高 度 な 専 門 的 知 識 、 技

能 等 を も っ て 犯 罪 捜 査 等 を 専 門 的 に 行 う た め に 特 別 に 採 用 さ れ た 警 察 官 を い う 。 ） を い う 。 ） に 係

る 昇 任 試 験 の 受 験 資 格 は 、 前 条 第 １ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 実 施 年 度 の ４ 月 30日 現 在 に お い て 、 別

表 第 ２ に 掲 げ る 受 験 資 格 の 基 準 の う ち 、在 級 年 数 及 び 懲 罰 の 基 準 を 満 た す 場 合 に 有 す る も の と す る 。

た だ し 、 採 用 後 最 初 の 昇 任 に 係 る 昇 任 試 験 の 受 験 資 格 に つ い て は 、 別 表 第 ２ に 掲 げ る 在 級 年 数 の 基

準 に か か わ ら ず 、 当 該 警 察 官 に 係 る 職 員 の 初 任 給 、 昇 格 及 び 昇 給 等 の 基 準 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 45年

千 葉 県 人 事 委 員 会 規 則 第 ９ 号 ） 第 ２ 条 第 ８ 号 に 定 め る 経 験 年 数 が 、 警 部 昇 任 試 験 を 受 験 す る 者 に つ

い て は 16年 、 警 部 補 昇 任 試 験 を 受 験 す る 者 に つ い て は 10年 を 超 え る 場 合 に は 、 受 験 資 格 を 有 す る も

の と す る 。  

（ 昇 任 試 験 の 実 施 方 法 ）  

第 13条  昇 任 試 験 は 、 当 該 試 験 区 分 ご と に 予 備 試 験 、 第 １ 次 試 験 及 び 第 ２ 次 試 験 に つ い て 行 う も の と

す る 。  

２  予 備 試 験 は 、 択 一 式 試 験 と す る 。  

３  第 １ 次 試 験 は 、 記 述 式 試 験 と し 、 予 備 試 験 に 合 格 し た 者 及 び 第 16条 各 号 に 掲 げ る 予 備 試 験 免 除 者

に 対 し て 実 施 す る も の と す る 。  

４  第 ２ 次 試 験 は 、 口 述 試 験 及 び 術 科 試 験 と し 、 第 １ 次 試 験 に 合 格 し た 者 に 対 し て 実 施 す る も の と す

る 。  

（ 昇 任 試 験 の 科 目 等 ）  

第 14条  昇 任 試 験 の 科 目 、 方 法 及 び 時 間 は 、 別 表 第 ３ の と お り と す る 。  

（ 法 令 集 の 閲 覧 ）  

第 15条  試 験 委 員 会 は 、 第 １ 次 試 験 の 実 施 に 際 し て 、 あ ら か じ め 準 備 し た 法 令 集 を 貸 与 し 、 閲 覧 さ せ

る こ と が で き る も の と す る 。  

（ 予 備 試 験 の 免 除 ）  

第 16条  第 13条 第 １ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 の 者 に つ い て は 、 予 備 試 験 を 免 除 す る も の と す る 。  

(１ ) 現 階 級 に お い て 、 昇 任 試 験 実 施 前 年 度 の ３ 月 31日 前 の ５ 年 間 に 、 警 察 表 彰 規 則 （ 昭 和 29年 国

家 公 安 委 員 会 規 則 第 14号 ） 及 び 千 葉 県 警 察 の 表 彰 に 関 す る 訓 令 （ 平 成 ２ 年 本 部 訓 令 第 １ 号 ） に 規

定 す る 本 部 長 賞 誉 以 上 （ 永 年 勤 続 職 員 の 表 彰 を 除 く 個 人 表 彰 に 限 る 。 ） を 受 賞 し た 者 で 、 次 表 に

該 当 す る も の  

  

 表 彰 種 別 及 び 回 数 の 基 準  適 用 限 度   

 １  警 察 庁 長 官 賞 詞 １ 回  同 一 表 彰 の 受 賞 歴 に よ る 予 備 試 験 免 除 は 、 １ 回

限 り と す る 。  

 

 ２  管 区 警 察 局 長 賞 詞 １ 回   

 ３  本 部 長 賞 詞 １ 回 か つ 本 部 長 賞 誉 １ 回     

 ４  本 部 長 賞 誉 ３ 回     

(２ ) 昇 任 試 験 実 施 前 の １ 年 間 に 、 特 に 顕 著 な 功 労 が あ っ た と 委 員 長 が 認 め る 者  

(３ ) 昇 任 試 験 実 施 の 前 年 度 に お い て 、 千 葉 県 警 察 の 表 彰 に 関 す る 訓 令 第 ８ 条 に 規 定 す る 定 例 表 彰

の う ち 、 駐 在 所 勤 務 員 と し て 本 部 長 賞 詞 を 受 賞 し た 者  

２  委 員 長 は 、 予 備 試 験 免 除 者 を 決 定 し た と き は 、 あ ら か じ め 当 該 免 除 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

（ 加 点 評 価 ）  

第 17条  加 点 評 価 は 、 当 該 試 験 区 分 に 応 じ て 勤 務 成 績 、 表 彰 の 受 賞 歴 、 実 務 に 直 結 し た 技 能 及 び 術 科

に つ い て 行 う も の と す る 。  

２  勤 務 成 績 の 加 点 評 価 は 、 予 備 試 験 及 び 第 １ 次 試 験 の 各 段 階 に お い て 、 当 該 試 験 区 分 に 応 じ て 行 う



も の と す る 。  

３  表 彰 の 受 賞 歴 の 加 点 評 価 は 、 第 １ 次 試 験 に お い て 、 昇 任 試 験 実 施 前 年 度 の ３ 月 31日 前 の ５ 年 間 に

現 階 級 で 本 部 長 賞 誉 以 上 （ 個 人 表 彰 に 限 る 。 ） を 受 賞 し た 者 に 対 し 行 う も の と す る 。  

４  実 務 に 直 結 し た 技 能 の 加 点 評 価 は 、 第 １ 次 試 験 に お い て 、 次 の 各 号 に つ い て 行 う も の と す る 。  

(１ ) 救 急 法 技 能 検 定  上 級  

(２ ) 鑑 識 技 能 検 定  総 合 上 級 又 は 科 目 別 上 級  

(３ ) 自 動 車 運 転 技 能 認 定  １ 級  

(４ ) 外 国 語 検 定  １ （ 上 ） 級  

(５ ) 簿 記 検 定  １ 級  

(６ ) 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 委 員 長 が 加 点 評 価 の 対 象 と し て 認 め る も の  

５  術 科 の 加 点 評 価 は 、 第 １ 次 試 験 に お い て 、 次 の 各 号 に つ い て 行 う も の と す る 。  

(１ ) 柔 ・ 剣 道  ２ 段 以 上  

(２ ) け ん 銃  上 級  

(３ ) 逮 捕 術  上 級  

（ 昇 任 試 験 合 格 者 の 決 定 ）  

第 18条  昇 任 試 験 合 格 者 の 決 定 は 、 次 に よ る も の と す る 。  

(１ ) 予 備 試 験 の 合 格 者 は 、予 備 試 験 の 成 績 に 勤 務 成 績 の 評 価 を 加 え た 総 得 点 の 高 点 順 に 決 定 す る 。 

(２ ) 第 １ 次 試 験 の 合 格 者 は 、 記 述 式 試 験 の 成 績 に 勤 務 成 績 、 実 務 に 直 結 し た 技 能 ・ 術 科 及 び 表 彰

歴 の 評 価 を 加 え た 総 得 点 の 高 点 順 に 決 定 す る 。  

(３ ) 最 終 合 格 者 は 、 第 １ 次 試 験 及 び 第 ２ 次 試 験 の 成 績 、 勤 務 成 績 、 勤 務 経 歴 、 実 務 に 直 結 し た 技

能 ・ 術 科 、 賞 罰 、 健 康 等 を 総 合 し て 決 定 す る 。  

第 ３ 章  選 抜 昇 任  

（ 選 抜 昇 任 の 区 分 ）  

第 19条  第 ２ 条 に 規 定 す る 選 抜 昇 任 の 区 分 は 、 次 の と お り と す る 。  

(１ ) 警 部 選 抜 昇 任  

(２ ) 警 部 補 選 抜 昇 任  

(３ ) 巡 査 部 長 選 抜 昇 任  

（ 選 抜 昇 任 の 示 達 ）  

第 20条  選 抜 昇 任 は 選 抜 委 員 会 委 員 長 （ 以 下 こ の 章 に お い て 「 委 員 長 」 と い う 。 ） が 必 要 と 認 め る と

き 、 選 抜 昇 任 の 実 施 に 関 す る 事 項 及 び 選 抜 昇 任 有 資 格 者 名 簿 （ 別 記 様 式 第 ２ 号 ） を 示 達 し て 行 う も

の と す る 。  

（ 選 抜 昇 任 の 資 格 基 準 ）  

第 21条  選 抜 昇 任 の 資 格 基 準 は 、 次 の と お り と す る 。 た だ し 、 委 員 長 が 別 に 定 め る と き は 、 こ の 限 り

で な い 。  

(１ ) 在 級 年 数 、 勤 続 年 数 、 年 齢 及 び 術 科 ・ 技 能 資 格 が 別 表 第 ４ の 基 準 を 満 た す 者  

(２ ) 直 近 上 位 の 職 に 必 要 な 職 務 上 の 知 識 、 技 能 並 び に 人 格 、 識 見 を 十 分 有 し 、 か つ 、 健 康 で あ る

者  

(３ ) 自 己 の 職 務 に 全 能 力 を 傾 注 し 、 勤 務 成 績 が 特 に 優 秀 で あ る 者  

２  第 22条 第 ３ 号 に 定 め る 選 抜 昇 任 考 査 の 実 施 日 に お い て 、 第 12条 第 ２ 項 第 ２ 号 に 掲 げ る 期 間 中 に あ

る 者 は 、 選 抜 昇 任 の 資 格 を 有 し な い も の と す る 。  

（ 選 抜 昇 任 候 補 者 決 定 の 手 続 ）  

第 22条  選 抜 に よ る 昇 任 候 補 者 決 定 の 手 続 は 、 次 に よ る も の と す る 。  

(１ ) 選 抜 昇 任 適 格 者 の 推 薦 及 び 内 申  

ア  課 委 員 会 及 び 署 委 員 会 は 、 選 抜 昇 任 有 資 格 者 名 簿 に 登 載 さ れ た 者 に つ い て 、 選 抜 昇 任 の 区 分

ご と の 年 齢 、 勤 務 年 数 、 在 級 年 数 等 を 審 査 す る と と も に 、 平 素 の 勤 務 成 績 評 価 を 合 議 の 上 、 選

抜 昇 任 適 格 者 を 選 考 し 、 同 人 が 最 も 適 性 を 有 す る 業 務 を 主 管 す る 部 に 置 く 委 員 会 の 委 員 長 に 対

し て 、 選 抜 昇 任 推 薦 書 （ 別 記 様 式 第 ３ 号 ） に よ り 推 薦 す る も の と す る 。  

イ  部 委 員 会 は 、 前 号 の 選 抜 昇 任 推 薦 書 に 基 づ き 、 そ の 者 の 能 力 、 実 績 等 を 審 査 し 、 選 抜 昇 任 適

格 者 を 委 員 長 に 対 し て 選 抜 昇 任 内 申 書 （ 別 記 様 式 第 ４ 号 ） に よ り 内 申 す る も の と す る 。 こ の 場

合 に お い て 、 選 抜 昇 任 推 薦 書 の 写 し を 添 付 す る も の と す る 。  



(２ ) 書 面 審 査  

選 抜 委 員 会 は 、 前 号 の 推 薦 及 び 内 申 に 基 づ き 厳 正 な 書 面 審 査 を 行 い 、 次 号 に 定 め る 選 抜 昇 任 考

査 の 受 考 者 を 決 定 す る 。  

(３ ) 選 抜 昇 任 考 査  

選 抜 委 員 会 は 、 前 号 の 規 定 に よ り 決 定 し た 選 抜 昇 任 考 査 の 受 考 者 に つ い て 、 実 務 能 力 及 び 適 性

を 審 査 す る た め 、 面 接 考 査 及 び 論 文 考 査 を 行 う も の と す る 。  

(４ ) 選 抜 昇 任 候 補 者 の 決 定  

選 抜 委 員 会 は 、 書 面 審 査 、 選 抜 昇 任 考 査 の 結 果 を 総 合 し て 、 直 近 上 位 の 階 級 に 充 て る こ と が ふ

さ わ し い と 認 め ら れ る 者 を 、 選 抜 昇 任 候 補 者 と し て 決 定 す る も の と す る 。  

第 ４ 章  選 考 昇 任  

（ 選 考 昇 任 の 区 分 ）  

第 23条  第 ２ 条 に 規 定 す る 選 考 昇 任 の 区 分 は 、 次 の と お り と す る 。  

(１ ) 警 部 選 考 昇 任  

(２ ) 警 部 補 選 考 昇 任  

(３ ) 巡 査 部 長 選 考 昇 任  

（ 選 考 昇 任 の 示 達 ）  

第 24条  選 考 昇 任 は 、 選 考 委 員 会 委 員 長 （ 以 下 こ の 章 に お い て 「 委 員 長 」 と い う 。 ） が 必 要 と 認 め る

と き 、 選 考 昇 任 の 実 施 に 関 す る 事 項 及 び 選 考 昇 任 有 資 格 者 名 簿 （ 別 記 様 式 第 ２ 号 ） を 示 達 し て 行 う

も の と す る 。  

（ 選 考 昇 任 の 資 格 基 準 ）  

第 25条  選 考 昇 任 の 資 格 基 準 は 、 次 の と お り と す る 。 た だ し 、 委 員 長 が 別 に 定 め る と き は 、 こ の 限 り

で な い 。  

(１ ) 勤 務 成 績 が 優 秀 で あ る と 委 員 長 が 認 め る 者  

(２ ) 勤 務 に 関 し 、 専 門 的 知 識 を 有 し て い る 者 で あ っ て 、 そ の 知 識 及 び 技 能 を 活 用 す る た め に は 、

そ の 者 を 昇 任 さ せ る こ と が 必 要 で あ る と 委 員 長 が 認 め る 者  

(３ ) 在 級 年 数 及 び 年 齢 が 次 の 表 に 該 当 す る 者  

  

 昇 任 さ せ る 階 級  在 級 年 数  年 齢   

 警 部  ８ 年 以 上    45歳 以 上   

 警 部 補  ８ 年 以 上    40歳 以 上   

 巡 査 部 長  大 学 卒 業 者  ８ 年 以 上  31歳 以 上   

   短 期 大 学 卒 業 者  10年 以 上     

   そ の 他 の 者  12年 以 上     

注 １  在 級 年 数 の 基 準 日 は 、 実 施 年 度 の ４ 月 30日 と す る 。  

２  年 齢 の 基 準 日 は 、 実 施 前 年 度 の ３ 月 31日 と す る 。  

３  在 級 年 数 の 計 算 は 、 第 12条 第 ２ 項 に よ る 。  

２  第 22条 第 ３ 号 に 定 め る 選 考 昇 任 考 査 の 実 施 日 に お い て 、 第 12条 第 ２ 項 第 ２ 号 に 掲 げ る 期 間 中 に あ

る 者 は 、 選 考 昇 任 の 資 格 を 有 し な い も の と す る 。  

（ 選 考 昇 任 候 補 者 決 定 の 手 続 ）  

第 26条  第 22条 の 規 定 は 、 選 考 に よ る 昇 任 候 補 者 決 定 の 手 続 に つ い て 準 用 す る 。  

第 ５ 章  雑 則  

（ 合 格 及 び 決 定 の 取 消 し ）  

第 27条  試 験 委 員 会 、 選 抜 委 員 会 及 び 選 考 委 員 会 は 、 合 格 者 又 は 昇 任 候 補 者 と し て 決 定 し た 者 が 、 昇

任 す る ま で の 間 に 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 し た と き は 、当 該 合 格 又 は 決 定 を 取 り 消 す も の と す る 。 

(１ ) 試 験 等 の 受 験 又 は 審 査 に つ い て 、 不 正 な 行 為 が 判 明 し た と き  

(２ ) 非 行 に よ り 懲 戒 処 分 を 受 け た と き  

(３ ) そ の 他 昇 任 さ せ る こ と が 監 督 者 と し て 適 当 で な い と 認 め た と き  

以 下 別 表 等 省 略  


